
開成町の健全化判断比率及び資金不足比率の概要 

 

１ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

  平成 19 年６月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地

方自治体が財政健全性を判断するための指標(健全化判断比率)と、公営企業会計ごとに経

営状況を明らかにする指標(資金不足比率)の公表が義務付けられました。各指標が一定の

基準以上になった場合は、財政の早期健全化(＝財政健全化計画の策定)や財政の再生(財

政再生計画の策定・公表、再生計画に対する国の同意及び地方債の起債の制限)を図るた

めの計画作成等が必要になります。 

２ 財政の早期健全化・再生 

(１) 実質赤字比率 

一般会計等(一般会計と給食事業特別会計)を対象とした実質赤字額の※1 標準財政規模に

対する比率 

(２) 連結実質赤字比率 

 全会計を対象とした実質赤字額(又は資金不足の額)の標準財政規模に対する比率 

(３) 実質公債費比率 

 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率 

(４) 将来負担比率 

 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 

                            

 早期健全化段階 再生段階 

実質赤字比率 【赤字なし】 

 

15％ 

 

20％ 

連結実質赤字比

率 
【赤字なし】 20％ 40％ 

実質公債費比率 【6.2％】 25％ 35％ 

将来負担比率 【28.4％】 350％ 対 象 外 

※１ 標準財政規模・・・地方公共団体の標準的な状態で通常収入される見込みの経常的
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な一般財源を示します。 

算出方法 （基準財政収入額－地方譲与税－交通安全対策特別交付金）×100/75       

＋地方譲与税＋交通安全対策特別交付金+普通交付税 

※２ 財政健全化団体・・・財政健全化計画の策定・公表 

※３ 財政再生団体・・・・財政再生計画の策定・公表、再生計画に対する国の同意及び

地方債の起債の制限 

 

 

３ 公営企業の経営健全化 

  資金不足比率 

  公営企業会計(開成町の場合は、水道事業会計と下水道事業会計)を対象とした資金不足

額の事業規模に対する比率 

 

資金不足比率 
水道事業会計(不足なし) 

下水道事業会計(不足なし) 

 

20% 

 

※４ 経営健全化団体・・・経営健全化計画の策定・公表

※４経営健全化団体 



開成町における令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率 

 

１ 令和元年度決算に基づく健全化判断比率 

【単位:％】 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― 

(15.00) 

― 

(20.00) 

6.1 

(25.0) 

59.9 

(350.0) 

 

備考 

(１) 実質赤字額または連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率または将来負担比

率が算定されない場合は「―」 

(２) (  )内は開成町における早期健全化基準 

 

２ 令和元年度決算に基づく公営企業の資金不足比率 

【単位:％】 

特別会計の名称 資金不足比率 

開成町水道事業会計 
―   (２０) 

赤字となっていない 

開成町下水道事業会計 
―   (２０) 

赤字となっていない 

 

備考 

(１) 資金不足比率が算定されない場合は「―」 

(２) (  )内は開成町における経営健全化基準 



 

開成町における会計区分のイメージ 
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国民健康保険特別会計 
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水道事業会計 

下水道事業会計 

【一部事務組合、広域連合】…足柄上衛生組合、足柄西部清掃組合、

神奈川県市町村職員退職手当組合、神奈川県後期高齢者広域連合、

南足柄市外五ヶ市町組合、南足柄市外二ヶ町組合、南足柄市・山北

町・開成町一部事務組合、南足柄市外四ヶ市町組合、松田町外二ヶ

町組合、松田町外三ヶ町組合、神奈川県町村情報システム共同事業

組合 

【地方公社、第三セクター】・・開成町土地開発公社 

【早期健全化基準・財政再生基準（市町村）】            （単位：％） 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

早期健全化基準 15.00 20.00 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 30.00 35.0 － 

 ※「連結実質赤字比率の財政再生基準」は、３年間の経過的な基準がある。 

（2009年まで：40％、2011年：35％、2012年から：30％） 
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